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各申告書の合計所得金額について

各申告書の「 本年中の合計所得金額の見積額」 欄の記載に当たっ ては、 国税庁

ホームページに掲載し ている 「 合計所得金額の計算について」 を ご 参照く ださ い。

非居住者である 親族について
扶養控除等の適用を受ける方へ

合計所得金額の計算について

◆各申告書の記載に当たっ てのご注意◆

１ 　 こ れら の申告書は、 令和７ 年12月１ 日以後に行う 年末調整において基礎控除、 配偶者（ 特別） 控除、 特定親族特別控除又は

所得金額調整控除の適用を受けよ う と する 場合に、 令和７ 年の最後に給与の支払を受ける 日の前日ま でに、 給与の支払者（ ２

以上の給与の支払者から 給与の支払を受ける 場合には、 主たる 給与の支払者（ 「 扶養控除等申告書」 を提出し た給与の支払

者） ） に提出し てく ださ い。

（ 注） あなたの年末調整の対象と なる 給与の収入金額が2,000万円を超える 場合には、 年末調整は行われま せん。

２ 　 「 基礎控除申告書」 及び「 配偶者控除等申告書」 は、 次の場合に応じ て記載し てく ださ い。

⑴　 あなたの本年中の合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、 かつ、 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額が133万円

以下である 場合は、 「 基礎控除申告書」 、 「 配偶者控除等申告書」 の順に記載し てく ださ い。

⑵　 上記⑴以外で、 かつ、 あなたの本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円以下である 場合は、「 基礎控除申告書」 のみ

記載し てく ださ い（ 「 配偶者控除等申告書」 を記載する 必要はあり ま せん。 ） 。

３ 　 「 特定親族特別控除申告書」 は、 年末調整において特定親族特別控除の適用を受けよ う と する 場合に記載し てく ださ い。

４ 　 「 所得金額調整控除申告書」 は、 年末調整において所得金額調整控除を受けよ う と する 場合に記載し てく ださ い。

　 　 なお、 あなたの本年中の年末調整の対象と なる 給与の収入金額が850万円以下である 場合又は「 所得金額調整控除申告書」

の「 要件」 欄の各項目のいずれにも 該当し ない場合には、 所得金額調整控除を受ける こ と はでき ま せん。

５ 　 「 配偶者控除等申告書」 、 「 特定親族特別控除申告書」 及び「 所得金額調整控除申告書」 の「 個人番号」 欄については、

一定の要件の下、 マイ ナンバー（ 個人番号） の記載を要し ない場合があり ま すので、 給与の支払者に確認し てく ださ い。

６ 　 非居住者（ 注） である 親族について配偶者（ 特別） 控除又は特定親族特別控除を 受けよ う と

する 場合は、 その親族に係る 「 親族関係書類」 及び「 送金関係書類」 を 提出し 、 又は提示

　 する 必要があり ま す。 詳し く は、 国税庁ホームページに掲載し ている 「 非居住者である 親族

　 について扶養控除等の適用を受ける 方へ」 をご覧く ださ い。

（ 注） 「 非居住者」 と は、 国内に住所を有せず、 かつ、 現在ま で引き 続いて１ 年以上国内に

　 　   居所を有し ない個人をいいま す。

◆給与所得者の基礎控除申告書◆

◆給与所得者の配偶者控除等申告書◆

１ －１ 　 申告についてのご注意

あなたの本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円を超える 場合には、 基礎控除の適用を受ける こ と ができ ま せん。

１ －２ 　 記載についてのご注意

「 あなたの本年中の合計所得金額の見積額（ ⑴と ⑵の合計額） 」 欄によ り 計算し た合計所得金額の見積額に基づき 「 判定」

欄にチェ ッ ク を付け、 その該当する 控除額（ 95万円、 88万円、 68万円、 63万円、 58万円、 48万円、 32万円又は16万円） を「 基

礎控除の額」 欄に記載し てく ださ い。

なお、 「 判定」 欄にチェ ッ ク を付けた項目が（ Ａ ）～（ Ｃ ） に該当する 場合は、 その該当する 区分（ Ａ ～Ｃ ） を「 区分Ⅰ」 欄に

記載し てく ださ い（ 「 配偶者控除等申告書」 を記載する 必要が無い場合は、 「 区分Ⅰ」 欄の記載は必要あり ま せん。 ） 。

２ －１  申告についてのご注意 

⑴　 あなたの本年中の合計所得金額の見積額が1,000万円を 超える 場合又はあなたの配偶者の本年中の合計所得金額の見積

額が133万円（ 給与所得だけの場合は、 給与の収入金額が2,015,999円） を超える 場合には、 配偶者（ 特別） 控除の適用を

受ける こ と ができ ま せん。

⑵　 あなたの配偶者が、 あなた以外の所得者の扶養親族若し く は特定親族と さ れる 場合、 青色事業専従者と し て給与の支払

を受ける 場合又は白色事業専従者に該当する 場合には、 配偶者（ 特別） 控除の適用を受ける こ と ができ ま せん。

⑶　 夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受ける こ と はでき ま せん。

２ －２  記載についてのご注意

⑴　 「 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額（ ⑴と ⑵の合計額） 」 欄によ り 計算し た合計所得金額の見積額に基づき 「 判

定」 欄にチェ ッ ク を付け、 その該当する 区分（ ①～④） を「 区分Ⅱ」 欄に記載し てく ださ い。  

⑵　 「 基礎控除申告書」 の「 区分Ⅰ」 欄（ Ａ ～Ｃ ） 及びこ の申告書の「 区分Ⅱ」 欄（ ①～④） にそれぞれ記載し た区分を「 控

除額の計算」 の表に当てはめて求めた控除額を「 配偶者控除の額」 欄又は「 配偶者特別控除の額」 欄に記載し てく ださ い。

（ 注） 「 基礎控除申告書」 の「 区分Ⅰ」 欄が（ Ａ ）～（ Ｃ ） に該当し ない場合や「 配偶者控除等申告書」 の「 区分Ⅱ」 欄が

　 　  ①～④に該当し ない場合は、 配偶者（ 特別） 控除の適用を受ける こ と はでき ま せん。

⑶　 非居住者である 配偶者について配偶者（ 特別） 控除の適用を受ける 場合には、 「 非居住者である 配偶者」 欄に○印を付

け、 「 生計を一にする 事実」 欄に本年中にその配偶者に送金等をし た金額の合計額を記載し てく ださ い。

  ◆給与所得者の特定親族特別控除申告書◆

 ◆所得金額調整控除申告書◆

３ －１ 　 申告についてのご注意 

⑴　 「 特定親族」 と は、 あなたと 生計を一にする 年齢19歳以上23歳未満の親族（ 児童福祉法の規定によ り 養育を委託さ れた

いわゆる 里子を含み、 配偶者、 青色事業専従者と し て給与の支払を受ける 人及び白色事業専従者を除き ま す。 ） で合計所

得金額が58万円超123万円以下（ 給与所得だけの場合は、 給与の収入金額が123万円超188万円以下） の人をいいま す。

⑵　 あなたの親族が、 ２ 人以上の所得者の特定親族に該当する 場合には、 その親族は、 こ れら の所得者のう ちいずれか１ 人

の特定親族にのみ該当する も のと みなさ れま す。 こ の他にも 特定親族特別控除の適用を受ける こ と ができ ない場合があり

ま すので、 国税庁ホームページに掲載し ている 「 記載のし かた」 をご確認く ださ い（ こ の申告書表面の二次元コ ード から

も ご確認いただけま す。 ） 。  

３ －２ 　 記載についてのご注意 

⑴　 「 特定親族の本年中の合計所得金額の見積額」 欄に記載し た金額を「 控除額の計算」 の表に当てはめて求めた控除額を

「 特定親族特別控除の額」 欄に記載し てく ださ い。

⑵　 非居住者である 親族について特定親族特別控除を受ける 場合には、 「 非居住者である 特定親族」 欄に○印を付け、 「 生

計を一にする 事実」 欄に本年中にその親族に送金等をし た金額の合計額を記載し てく ださ い。

４ －１  申告についてのご注意 

⑴　 あ なたの年末調整の対象と なる 給与の収入金額が850万円以下の場合には、 所得金額調整控除を 受ける こ と ができ ま

せん。

⑵　 所得金額調整控除には、 夫婦共働き 世帯のよ う に同じ 世帯に所得者が２ 人以上いる 場合において、 特別障害者や扶養親

族１ 人ごと に、 同一世帯内のいずれか１ 人の所得者にのみ適用さ れる と いう 制限があり ま せん。 し たがって、 夫婦と も に

給与の収入金額が850万円を 超えており 、 夫婦の間に年齢23歳未満の扶養親族である 子が１ 人いる よ う な場合には、 その

夫婦双方が、 こ の控除を受ける こ と ができ ま す。

⑶　 年末調整における 所得金額調整控除の額については、 主たる 給与の支払者（ 「 扶養控除等申告書」 の提出を受けた給与

の支払者） が計算する こ と になり ま す（ 最大15万円） 。

⑷　 所得金額調整控除申告書の注２ の用語の説明は次のと おり です。

イ 　 特別障害者

　 次のいずれかに該当する 人をいいま す。

①　 精神上の障害によ り 事理を弁識する 能力を欠く 常況にある 人 

②　 精神保健指定医など から 重度の知的障害者と 判定さ れた人 

③　 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている 人のう ち、 障害等級が１ 級の人 

④　 身体障害者手帳に身体上の障害がある 者と し て記載さ れている 人のう ち、 障害の程度が１ 級又は２ 級の人

⑤　 戦傷病者手帳の交付を受けている 人のう ち、 障害の程度が恩給法別表第１ 号表ノ ２ の特別項症から 第三項症ま での人

⑥　 原子爆弾被爆者に対する 援護に関する 法律の規定によ る 厚生労働大臣の認定を受けている 人

⑦　 常に就床を要し 、 複雑な介護を要する 人

⑧　 精神又は身体に障害のある 年齢65歳以上（ 昭和36年１ 月１ 日以前生） の人で、 その障害の程度が①、 ②又は④に該

当する 人と 同程度である 人と し て市町村長、 特別区の区長や福祉事務所長の認定を受けている 人 

ロ 　 同一生計配偶者

　 あなたと 生計を 一にする 配偶者（ 青色事業専従者と し て給与の支払を 受ける 人及び白色事業専従者を 除き ま す。 ）

で、 本年中の合計所得金額の見積額が58万円以下（ 給与所得だけの場合は、 給与の収入金額が123万円以下） の人を

いいま す。

ハ　 扶養親族

　 あなたと 生計を 一にする 親族（ 配偶者、 青色事業専従者と し て給与の支払を 受ける 人及び白色事業専従者を 除き ま

す。 ） で、 本年中の合計所得金額の見積額が58万円以下（ 給与所得だけの場合は、 給与の収入金額が123万円以下） の

人をいいま す。

　 なお、 児童福祉法の規定によ り 養育を委託さ れたいわゆる 里子や老人福祉法の規定によ り 養護を 委託さ れたいわゆる

養護老人で、 あなたと 生計を一にし 、 本年中の合計所得金額の見積額が58万円以下の人も 扶養親族に含ま れま す。  

４ －２  記載についてのご注意 

⑴　 所得金額調整控除の適用を 受けよ う と する 場合は、 「 要件」 欄の該当する 項目にチェ ッ ク を 付け、 その項目に応じ て

「 ☆扶養親族等」 欄及び「 ★特別障害者」 欄にその該当する 者について記載し てく ださ い（ 該当者が複数人いる 場合は、

いずれか１ 名を記載する こ と で差し 支えあり ま せん。 ） 。

⑵　 「 ★特別障害者」 欄の「 特別障害者に該当する 事実」 欄には、 障害の状態又は交付を受けている 手帳などの種類と 交付

年月日、 障害の程度（ 障害の等級） など の特別障害者に該当する 事実を 記載し てく ださ い（ 特別障害者に該当する 人が

「 扶養控除等申告書」 に記載し ている 特別障害者と 同一である 場合には、 特別障害者に該当する 事実の記載に代えて「 扶

養控除等申告書のと おり 」 にチェ ッ ク を付ける こ と で差し 支えあり ま せん。 ） 。


